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～令和３年度全国労働衛生週間～     

期   間   令和３年１０月１日～１０月 ７日     全体スローガン   「向き合おう！こころとからだの 健康管理 」 
準備期間   令和３年９月 １日～ ９月３０日     副スローガン     「うつらぬうつさぬルールとともにみんなで守る健康職場」 

  詳細は、西建協ホームページに掲載しております。 http://www.nishikenkyo.or.jp/2021/09/16/eisei/ 

令
和
３
年
九
月
一
日
「
防
災
の
日
」
に
道
路
啓
開

協
定
業
者
の
自
主
的
出
動
・
緊
急
巡
回
訓
練
を
実

施
し
ま
し
た
。 

こ
の
訓
練
は
西
多
摩
建
設
業
協
会
に
属
す
る
建

設
事
業
者
が
東
京
都
と
結
ん
で
い
る
防
災
協
定
に

も
と
づ
き
、
地
震
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
時
に

緊
急
道
路
啓
開
（
障
害
物
除
去
）
作
業
を
ス
ム
ー

ズ
に
す
る
た
め
に
毎
年
実
施
し
て
い
る
も
の
で

す
。
定
期
的
に
行
う
事
で
各
協
定
業
者
の
迅
速
な

活
動
や
意
識
の
向
上
を
更
に
上
げ
る
こ
と
を
目
的

に
し
て
い
ま
す
。 

当
日
、
朝
の
八
時
に
震
度
六
の
地
震
が
発
生
し
た

こ
と
を
想
定
し
、
発
災
後
直
ち
に
協
定
業
者
で
あ

る
地
元
建
設
会
社
四
十
九
社
が
西
多
摩
八
市
町
村

の
主
要
幹
線
道
路
の
担
当
路
線
八
十
三
路
線
（
総

延
長
７
０
㎞
以
上
）
の
巡
回
、
点
検
を
行
い
、
被

災
状
況
を
西
多
摩
建
設
業
協
会
内
に
設
置
し
た
災 

東
京
都
と
の
防
災
協
定
に
よ
る
震
災
対
応
訓
練
を
実
施 

災
害
対
策
安
全
副
委
員
長 

武
田 

雅
由 

 

害
対
策
本
部
ま
で
電
話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
報
告
を
行
う

も
の
で
す
。
対
策
本
部
は
災
害
対
策
安
全
正
副
委

員
長
、
担
当
副
理
事
長
で
組
織
し
、
協
定
業
者
よ

り
寄
せ
ら
れ
る
被
災
状
況
の
報
告
を
受
け
行
政
を

は
じ
め
と
し
た
関
係
機
関
へ
の
連
絡
や
他
業
者
と

の
連
携
が
必
要
な
場
合
は
迅
速
な
指
示
を
行
い
ま

す
。
午
前
十
時
に
は
全
路
線
の
点
検
報
告
を
終
了

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
の
利
に
精
通
し
た

地
元
事
業
者
が
対
応
し
た
た
め
効
果
的
に
出
動
巡

回
が
で
き
た
と
考
え
ま
す
。 

翌
日
の
九
月
二
日
、
西
多
摩
建
設
業
協
会
理
事

長
、
災
害
対
策
安
全
委
員
長
等
で
東
京
都
西
多
摩

建
設
事
務
所
に
赴
き
髙
橋
宏
彰
西
多
摩
建
設
事
務

所
長
へ
訓
練
の
報
告
を
い
た
し
ま
し
た
。
矢
島
副

所
長
、
宮
岡
補
修
課
長
も
同
席
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
際
に
、
災
害
時
に
は
地
元
に
重
機
等

を
配
置
し
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
も
居
住
し
て
い
る
地
元 

建
設
事
業
者
だ
か
ら
こ
そ
初
動
対
応
が
出
来
る

事
な
ど
の
事
情
も
説
明
致
し
ま
し
た
。
報
告
書
を

所
長
に
手
渡
す
際
に
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
も
あ
り
、

訓
練
の
重
要
性
に
大
い
に
理
解
を
し
め
さ
れ
、
さ

ら
に
実
践
的
な
訓
練
も
期
待
し
て
い
る
と
の
話
も

あ
り
ま
し
た
。 

今
回
ご
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
道
路
啓
開
協
定

業
者
の
皆
様
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
お
疲
れ
様
で
し
た
。
今
後
も
訓
練
の
ご
協
力

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

西建協・災害対策本部 

  

西多摩建設事務所への報告 

 

一．公共事業費の確保と予算の執行について 

1. 昨今、全国各地で台風や局地的な集中豪雨などの異常気

象による大規模災害が発生している。都民の生命財産を守る

ための対策としての河川整備事業(調節地・護岸・堤防な

ど)・橋梁整備事業(耐震補強など)・道路災害防除事業(砂防

など)・交通安全施設事業(都道の無電柱化など)には引き続き

事業費の優先確保を要望します  

２. 多摩地域住民の安全性・利便性向上、産業の活性化を

促進するための道路事業に対し、前年度を上回る事業費の優

先確保を願います。   

３. これらの公共事業費が確保されても予算が執行されな

ければ、意味がありません。予算の執行率が重要ですので、

予算は確実に消化して貰いたい。 

二. 地元中小建設業者の受注機会の確保について  

１. 東京都では分離分割発注を積極的に推進されている

が、特に土木工事については地元中小建設業者の対応案件増

加のため、引き続き更なる分離分割発注を徹底されたい。 

２. 東京都においては、従前よりゼロ都債などの活用によ

り、工事の発注・施工時期の平準化を図っていますが、債務

負担行為を活用するなど、なお一層の発注・施工時期の平準

化に向けた取り組みを要望します。   

３. 中小企業対象案件については、他県本店の支店業者は

排除して貰いたい。東京都では、都外に本店があり都内に支

店・営業所を置いている中小企業に、都内に本店がある業者

同様に入札に参加させ工事契約をしている。一方、他県の状

況を見ると、我々都内の業者は特殊工事以外の入札には参加

できないのが現状です。入札可能業者を都内本店業者のみに

して頂かないと、我々地元業者の経営が悪化し、災害時等の

有事の際に対応する業者がいなくなります。有事の際に一番

初めに東京都に協力するのは我々都内本店業者です。  

三. 入札・契約制度について 

１.～３  西建協 HP に掲載しています  

４. 災害発生時に「地域の安全・安心を守る」という地域

建設業の社会的役割を果 たす BCP(事業継続計画)の策定

を総合評価項目に追加し、BCP を取得している団体の構成 

員に加点処置をお願いしたい。また、災害協定をている団体

の構成員に対する加点を増やす方向で見直して頂きたい。こ

れは昨年も要望したことですが、「総合評価方式の制度の目

的は、価格のみならず、施工能力をしっかり評価し、品質の

確保を図ること」との回答を頂きましたが、BCP こそは施

工能力をしっかり判定する材料ではないでしょうか。 

（２面につづく） 

「令和 4 年度 東京都予算等に対する要望書」 

令和 3 月 9 月 1 日東京都庁にて、三多摩建設業連合会を代

表し役員 7 名が自由民主党、公明党の各都連および財務局、

建設局の幹部に面会し、「令和 4 年度東京都予算等に対する

要望書」を連合会長より手渡し、意見交換を致しました。（以

下要望書です。紙面の都合で抜粋となっております。全文は

西建協ＨＰ「活動の報告」に掲載しています） 

 

 
都議会自民党への要望 

 

HP アドレス 



    西多摩建設業協会  広報委員会  ＦＡＸ ０４２８-２２-５４２０ 令和３年９月２０日  第３２６号（２）  

              

 

  ８ 月 事 業 報 告  

６日 広報委員会 ３２５号編集 

６日 事業委員会 

日 建設会館 夏季休館（１０日～１３） 

  ９ 月 事 業 計 画  

１日～３０日 全国労働衛生週間準備期間 

１日 道路啓開協定業者の自主的出動・緊急巡回訓練 

３日 事業委員会 

９日 災害対策安全委員会 

１４日 広報委員会 ３２６号編集 

１９日 総務委員会 

２１日 理事会  

◇ あ と が き ◇ 

 9月に入り、虫の鳴き声や日の入りの早さからすっかり秋の気

配を感じるようになりました。東京 2020が無事に終わりました

が、多くの選手からの感動を得られたと同時に、今世界が注目し

ている多様性について学ぶことができた、そんなオリンピック・

パラリンピックだったのではないでしょうか。 

 一方で、新型コロナウイルスに関してはデルタ株・ミュー株な

ど次々と変異ウイルスが発見され、世の中全体が暗いニュースで

あふれているような気がします。 

 そんな世の動きの中でも私達の業界は止まることなく、地域住

民の安全を守るために前に進み続けていかなければいけません。

来月には全国労働衛生週間も控えています。初心に戻り、安全第

一で気を引き締めていきましょう！        ～広報委員会～ 

 

四. 働き方改革の推進について    

１. 働き方改革達成に向けて、工事発注に当たっては時間外労働・週休

二日制・熱中症対策・降水などの気象状況を考慮した、余裕を持った適

切な工期設定と必要な労務費や経費の補正などの予算措置(積算)をお願

いします。   

２. 国土交通省においては「余裕期間制度」の活用により、受注者が工

事着手前に建設資材や建設労働者などが確保できるようにすることで

施工時期の平準化を図ることに資すると考えられている。これは施工時

期の平準化のみならず、働き方改革に向けての有効な手段と考えます。

ぜひとも、余裕期間制度の導入を検討願います。   

３. これまでも、毎年提出書類の削減・簡素化を要望して参りましたが、

目立った進展がありません。いよいよ、建設業も 2024 年 4 月から完全

週休 2 日制と時間外労働の上限規制(月 45 時間)が適用されます。従来

通りの考えだと、現場完成と同時に書類作成も完了した上で竣工検査を

受ける必要がある。このため、現場担当者は残業をしなければ、書類作

成が間に合いません。そこで、書類の削減・簡素化に加え、新たな試み

として工事完了後に書類作成期間を設けることを提案いたします。

  

令和３年度 工事現場安全パトロール報告 そ の ２ 

西建協だより３２５号（２０２１年８月）に続き、７月２９日に実

施した二件の安全パトロールについてご報告します。 

平井川整備工事  

 工事現場：平井川（あきる野市菅生地内）延長ほぼ 160m  

 工期： 令和２年１２月１４日～令和３年９月６日 

本工事は東京都が進める「地域に活きた親しめる川の復活」の実現

を目指し自然石を生かした緩傾斜の護岸を整備していく工事です。 

災害対策安全委員の主な意見 

第三者の立入防止措置や作業車両・重機と作業員通路の区分けが適

切に施されている。 

電線共同溝設置工事 

 工事現場：新奥多摩街道（福生市志茂地内から同市本町まで） 

 工期： 令和３年３月 1５日～令和４年３月９日 

防災、景観や歩行空間の向上のため幹線道路の電柱を撤去する

工事が西多摩でも進んでいます。既存の施設、交通の現状維持し

ながらの工事です。特に歩行者の安全性の確保は重要です。 

災害対策安全委員の主な意見 

仮設歩行者通路の設置について幅広整然と設置され歩行者、自転

車の適切な誘導が行われていた。 

 

平井川整備工事  電線共同溝設置工事  

（１面より）       

 ５. 安全衛生を目的とした「建設業労働災害防止協会」に加入して

いる団体の構成員に総合評価の加点項目を新たに追加して頂きたい。

昨年、前項４と同様の回答を頂いておりますが、工事の安全成績が評

価されていることからも、結果のみならず、「建災防」に加入して安

全施工に注力しているその過程においても評価されるべきだと思い

ます。 

 

 

 要望書の手交（都庁財務局にて） 


